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第１章 第２次緑の基本計画アクションプログラムの趣旨

１ はじめに

旭川市は，雄大な大雪の山並みを望み，石狩川をはじめとする大小さまざまな河川が流れ，

美しい田園風景が広がる積雪寒冷地の中核都市です。

一方で，人口減少や少子高齢化の到来，中心市街地の衰退，厳しい財政状況など，様々な

課題に直面する中にあって，市民が誇りを持って住み続けることのできるまちづくりが求

められています。

このような社会的背景の変化とともに，緑を取り巻く環境も大きく変化していることか

ら，旭川市では都市緑地法に基づく「第２次緑の基本計画」（以下「基本計画」という。）を

平成２８年４月に策定しました。

この計画は，本市が中長期的な視点で取り組む緑に関する総合的な計画であり，川と田園

が育むみどりの文化都市を目指して，市民や団体，事業者，行政の連携と協働によって，緑

地の保全や緑化推進に取り組んでいくものです。

この基本計画をより実効性のあるものとするためには，計画の中に位置付けられた施策

を長期的な視点で段階的に進めていく必要があります。

そのため，短期の目標や具体的な推進方法などを定めた「第２次緑の基本計画アクション

プログラム」（以下「アクションプログラム」という。）を策定しました。

このアクションプログラムに基づき，施策の効率的な展開を図り，基本計画に位置付けら

れた目標「豊かな自然と都市が調和するみどりあふれるまちづくり」の着実な実現を目指し

ます。

２ 基本計画の概要

（１）目標及び緑の将来像

【目標】「豊かな自然と都市が調和する みどりあふれるまちづくり」

数値目標 １ みどりの量を増やす

・緑被率の増加 ２８．３％ → ３０％

（Ｈ２６） （Ｒ１７）

数値目標 ２ 自然や公園の満足度を高める

・「自然」の評価 ５７．９％ → ７０％

（Ｒ１） （Ｒ１７）

・「公園や遊び場」の評価 ２８．９％ → ５０％

（Ｒ１） （Ｒ１７）
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【緑の将来像】

本市中心部には，常磐公園をはじめ，神楽岡公園やあさひかわ北彩都ガーデンとい

った，みどり豊かな公共空間があるほか，石狩川や牛朱別川，美瑛川などの河川空間

に囲まれています。その中心部周辺に広がる市街地には大小さまざまな公園が点在し

ており，それらが幹線道路や河川により有機的に結びつき，みどりのネットワークを

形成しています。このように中心部から市街地，田園地帯，丘陵地帯へと広がる，本

市のみどりの繋がりを保全し磨き上げて活用することで，本市のみどりの魅力を高

め，さらには活力を生み出していく取組を推進していきます。
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（２）基本方針と数値目標

基本方針 1 活力を生み出す魅力的なみどりの創出

基本方針 2 多世代で憩える暮らしのみどりの創出

基本方針 3 みんなで守り育てる持続可能なみどりの創出

数値目標 1-1 都心が「みどり豊か」と感じる市民を増やす

都心部がみどり豊

かと感じて

いる市民の割合

６０．１％ → ７０％

（Ｈ２７） （Ｒ１７）

数値目標 1-2 効果的なみどりを増やす（緑視率の増加）

重要な地点の

緑視率

１１．４％ → ２５％

（Ｈ２７） （Ｒ１７）

数値目標 2-1 住まいのまわりが「みどり豊か」と感じる市民を増やす

住まいのまわりが

「みどり豊か」と

感じる市民の割合

７３．６％ → ８０％

（Ｈ２７） （Ｒ１７）

数値目標 2-2 農園やガーデニングを楽しむ市民を増やす

家庭菜園や庭

づくりをする

市民の割合

６３．７％ → ７０％

（Ｈ２７） （Ｒ１７）

数値目標 3-1 みどりの維持管理を実践している市民を増やす

みどりの維持管理

に参加している

市民の割合

１３．６％ → ２５％

（Ｈ２７） （Ｒ１７）

数値目標 3-2 みどりにかかわる協働団体を増やす

みどりにかかわる

協働団体数

３９４ → ４４２

（Ｒ１） （Ｒ１７）
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基本方針 4 安全・安心で誰にもやさしいみどりの創出

基本方針５ 健康で多様な自然と共生するみどりの創出

数値目標 4-1 公園施設のバリアフリー化を充実させる

公園緑地のバリア

フリー化率

１９％ → ５０％

（Ｒ１） （Ｒ１７）

数値目標 4-2 公園緑地の安全・安心感を高める

公園が安全（事故

など）と感じてい

る市民の割合

公園が安心（防犯

など）と感じてい

る市民の割合

４４．２％ → ７０％

（Ｈ２７） （Ｒ１７）

３３．７％ → ７０％

（Ｈ２７） （Ｒ１７）

数値目標 5-1 永続性のある緑地の面積を増やす（地域性緑地を含む）

永続性のある緑地

の面積

２０，７４８ha → ２２，５００ha
（Ｒ１） （Ｒ１７）

数値目標 5-2 みどりの普及啓発活動に参加する市民を増やす

講習会やセミナー

などへ参加した

ことのある市民の

割合

１０．９％ → ２５％

（Ｈ２７） （Ｒ１７）

4



３ アクションプログラムの基本的考え方

（１）位置付け

基本計画は，第８次総合計画（計画期間：平成２８年度から令和９年度）の基本的

考え方を踏まえ，都市計画マスタープランなど，他の関連する計画との調和を図りな

がら策定しました。

アクションプログラムは，この基本計画を推進していくためのプログラムであり，

基本計画に示された５つの基本方針に基づき，将来像を実現していく道筋を示しま

す。アクションプログラムの対象事業は，所管が多岐に渡っているため，各所管の連

携を密にし，全庁的に取組を進めます。

旭川市都市計画

マスタープラン

第 2次旭川市緑の基本計画
（H28～R17）

第８次旭川市総合計画（H28～R9） 国・北海道の

関連計画

連
携 計画期間は

20年間

旭川市環境基本計画

旭川市地域防災計画

旭川市景観計画

旭川市スポーツ振興計画

旭川農業振興地域整備計画

旭川圏総合都市交通体系

マスタープラン

旭川市中心市街地活性化

基本計画

旭川市森林整備計画

道路緑化指針など

施策の実施

その他関連計画

アクションプログラム

（中期：R3～R7）
計画期間は

５年間

各所管の連携と

全庁的な取組が必要
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（２）計画期間

基本計画の目標年次は令和１７年度としていますが，アクションプログラム中期

では基本計画を着実に推進していくために，令和３年度から令和７年度までの５か

年を計画期間としています。

（３）進行管理

アクションプログラムの実施に当たっては，基本計画の施策に対応したアクショ

ンプログラムシートを基に，実施結果に対する評価を行い，アクションプログラム

や基本計画を見直すなどの必要な改善を行います。計画（Plan），施策の実施
（Do），評価（Check），施策の改善，見直し（Action）の PDCAサイクルでアク
ションプログラムの進行管理を行います。

また，進行管理の際には，評価結果を取りまとめ，緑の審議会へ報告することと

します。

PLAN（計画）
■アクションプログラムの策定

DO（実施）
■施策の推進

■事業の実施

ACTION（改善）
■評価を踏まえた計画の見直し

■新たな事業計画の立案

CHECK（評価）
■施策・事業の実施状況の評価

6



（４）重点施策の推進

基本計画では，特に計画の実現を力強く推進するため，重点的に取り組むべき施

策を「重点施策」として定めています。アクションプログラムでは，「重点施策」

を推進するための取組を選定し，優先的に実施していきます。

（５）進捗状況の調査等

アクションプログラムの進捗状況については，必要に応じて公園みどり課で調査

を行います。なお，社会情勢の変化等により施策の推進に影響が生じた場合は，ア

クションプログラムの見直し等を行います。
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新規
継続

東光スポーツ公園の整備 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

既存公園施設の更新 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

道路緑化指針に基づく管理 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

幹線道路の整備に伴う植栽 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

既存のシンボル並木の保全 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

道路緑化指針地区別・路線別計画の策定 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

保全を検討すべき樹林地の現況把握 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

森林整備 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

既存公園の充実 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

民間活力導入の検討 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

道路整備に伴う植栽 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

道路緑化指針地区別・路線別計画の策定 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

みどりのネットワークの形成と保全 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

市民や観光客に対する情報収集 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

市民花壇づくり支援花株の助成 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

道路緑化指針に基づく街路樹の管理 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

ボランティアサポートプログラムへの協力 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

食や農に関するセミナーやイベントの開催 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

市民農園開設に伴う支援 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

市民農園の貸出し及び家庭菜園講習会の実施 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

北彩都ガーデン「農のガーデン」の展示 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

旭川冬まつりの開催 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

歩くスキーなど冬を楽しむ公園利用 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

雪押し場としての公園利用 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

北彩都ガーデンサポーター活動 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

ガーデン見学会・講習会の開催 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

市民協力花壇づくり支援花株の助成 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

住宅の新築・購入の際の苗木プレゼント ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第２章 アクションプログラムシート
１ 総括表

・・・重点施策

前 期 中 期 後 期
H28-R2 R3-R7 R8-R17

基本方針 施策の柱 主要な施策 取組内容

a-1-1 特徴ある大きな公園の整備 継続

a-1-2 まちのシンボルとなる道路緑
化の推進

継続

a-1-3 グリーンベルト形成の促進 継続

a-2-1 拠点となる都心の公園の快適
性向上

継続

a-2-2 都心のみどりのネットワーク
形成

継続

a-2-3 都心緑化の推進（民間敷地，
屋上･壁面緑化）

新規
民間及び公共敷地の緑化誘導制度の検討 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

a-3-1 みどりのブランド戦略の策定 新規
ホームページ・パンフレットなどによる情報発信 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

a-3-2 まちへ迎える緑化の推進（道
路・JR 沿線の緑化など）

継続

a-3-3 田園文化の育成･創造 新規

a-3-4 みどりの広域連携の展開（自
然･公園･ガーデン街道等）

新規
他都市の公園やガーデンとの連携 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

a-4-1 水に親しめる空間づくり（橋
詰空間を含む）

継続
既存親水施設の改築 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

a-4-2 冬の魅力づくり 継続

a-4-3 ガーデニングや窓辺緑化の普
及

継続

a 活力を
生み出
す魅力
的なみ
どりの
創出

a-1 骨格と
なるみ
どりの
保全・
活用

a-2 中心市
街地の
潤いづ
くりの
推進

a-3 旭川ら
しいみ
どりの
ブラン
ド戦略
づくり

a-4 にぎわ
いを生
む彩り
あるみ
どりづ
くり
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新規
継続

前 期 中 期 後 期
H28-R2 R3-R7 R8-R17

基本方針 施策の柱 主要な施策 取組内容

既存公園の施設改修 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

公園施設長寿命化計画の見直し ▶ ▶ ▶

花咲スポーツ公園の機能強化 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

地域ニーズにあわせた健康遊具の設置 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

地域課題の整理，地元との調整 ▶ ▶

計画策定 ▶

事業の実施 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

シンボル花壇の造成 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

市民協力花壇づくり支援 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

みどりのリサイクル事業仕組みづくり ▶

みどりのリサイクル事業の実施 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

b-2-3 空地や残地の緑化推進 継続
空地や残地の現状把握 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

「旭川市を緑にする会」への支援 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

景観重要樹木の指定検討 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

名木や景観上重要な樹木のリストアップ ▶ ▶ ▶

保全を検討すべき樹林地の現況把握 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

小学校や市営住宅等の敷地内緑化 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

公園利用の柔軟な運用 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

公園を利用した地域イベントの開催誘導 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

眺望ポイントの選定検討 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

関係機関との協議 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

若者の郷市民農園貸出し及び市民農園開設支援 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

北彩都ガーデンサポーター活動 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

ガーデン見学会・講習会の開催 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

個人ガーデンのバスツアー ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

公園愛護協力会による管理 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

地域団体による公園整備 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

あさひかわ自然共生ネットワーク負担金 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

「旭川市を緑にする会」の活動支援 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

市民活動団体の交流支援 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

みどりに関わる町内会，活動団体等への支援 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

「花フェスタ」の開催支援 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

公園の長寿命化の実施 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

公園施設長寿命化計画の見直し ▶ ▶ ▶

落葉・せん定枝のリサイクル ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

公園灯のLED化 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

落葉を利用した腐葉土づくり講習会等の支援 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

公園愛護協力会による維持管理 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

冬の雪押し場として活用 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

ふるさと納税との連携 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

都市緑化のPR ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

活用事業の見直し ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

景観重要樹木の指定のための調査検討 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

景観計画重点地区における緑化の誘導 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

保全を検討すべき樹林地の現況把握 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

景観協定の周知 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

緑地に関する協定等の制度検討 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

b-1-1 地域ニーズにあわせた身近な
公園の再整備･新設

継続

b-1-2 コミュニティや子育て･健康を
育む公園機能の強化

新規

b-1-3 児童遊園の充実と統廃合の検
討

新規

b-2 地域ぐ
るみの
みどり
と花づ
くりの
推進

b-2-1 花による緑化の推進 継続

b-2-2 再利用樹木事業の展開 継続

b-3-1 貴重な樹木の保全（保護樹･保
護樹林の指定，路傍樹，社寺
林）

継続

b-3-2 地域ごとのみどりのシンボル
づくり

新規

b-3-3 地域行事を支える公園づくり 新規

b-4-1 農地の保全活用 新規

b-4-2 市民農園の充実 継続

農業センターにおける農園の貸出し及び講習会の
開催

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

b-4-3 ガーデニングや食など田園文
化の創出

新規

c-1-1 住民参加による公園づくりの
推進

継続

c-1-2 多様な担い手の育成と連携の
強化

新規

c-1-3 市民主体の緑化活動の支援 継続

c-2-1 公園施設の長寿命化の推進 新規

c-2-2 リサイクル事業や省エネル
ギー化の推進

継続

c-2-3 地域連携による公園管理と弾
力運用

継続

c-3-1 緑化基金の見直し 継続

c-3-2 景観づくり基本計画との連携
や緑の保全制度の活用

継続

c-3-3 みどりに関する協定づくりの
推進（緑地協定・景観協定な
ど）

継続

｢旭川市緑地の回復に関する指導要綱｣に基づく事
前協議

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

c-3-4 公共施設緑化指針（ガイドラ
イン）の作成

継続
方向性の検討 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

b 多世代
で憩え
る暮ら
しのみ
どりの
創出

b-1 多世代
が多様
に楽し
める公
園づく
り

b-3 地域の
シンボ
ルとな
るみど
りづく
り

b-4 田園生
活を楽
しむみ
どりづ
くり

c みんな
で守り
育てる
持続可
能なみ
どりの
創出

c-1 市民協
働の促
進

c-2 持続可
能な公
園づく
り

c-3 みどり
づくり
を支え
る制度
や仕組
みづく
り
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新規
継続

前 期 中 期 後 期
H28-R2 R3-R7 R8-R17

基本方針 施策の柱 主要な施策 取組内容

広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

地域防災計画の見直し ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

地域防災計画の見直し ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

保全を検討すべき樹林地の現況把握 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

避難場所の緑化状況の把握 ▶ ▶ ▶

地域防災計画の見直し ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

道路緑化指針地区別・路線別計画の策定 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

街路樹せん定マニュアルの作成 ▶ ▶

道路緑化指針に基づく管理 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

公園危険木対策 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

街路樹危険木対策 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

神楽岡通せん定 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷

遊具等の安全点検の実施 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

老朽化した遊具の改修 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

公園愛護協力会による巡回 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

e-1-1 主要河川の自然保全 継続 河川管理者や市民団体と連携した環境づくり ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

調整池の現況把握 ▶ ▶ ▶ ▶

自然生態系の調査実施 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

保全を検討すべき樹林地の現況把握 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

生物多様性保全事業 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

自然生態系の調査実施 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

ふれあいの森の保全 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

保全を検討すべき樹林地の現況把握 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

ふれあいの森の保全 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

とみはら自然の森の活用 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

神楽岡公園の保全と活用 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

公園や河川を活用した環境教育の実施 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

ビオトープの活用 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

環境アドバイザー派遣制度 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

セミナーの開催 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

緑に係る相談対応 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

緑の情報発信 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

市民活動としての拠点機能の強化 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

手引き・パンフレットの発行 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

市民協力花壇づくり支援花株助成の実施 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

住宅の新築や購入の際の苗木プレゼント ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

ガーデンバスツアーの実施 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

「旭川市を緑にする会」への支援 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

民間の緑化運動や社会貢献の支援 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

生物多様性保全事業 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

地球温暖化対策の推進 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

d-1-1 公園の防災機能の強化 継続

d-1-2 防災上重要な場所の保全（特
別緑地保全地区含む）

継続

d-1-3 防災ネットワークづくりの推
進（避難地機能の強化）

継続

d-2-1 誰にもやさしい公園づくり
（バリアフリー化）

新規
バリアフリー化のための整備 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

d-2-2 公園樹木や街路樹の安全管理
と適切な更新

新規

d-2-3 防犯面や遊具等の安全・安心
づくり

継続

e-1-2 多様な川づくり･小河川の緑化
（調整池含む）

継続 ペーパン川，江丹別川，雨紛川などの小河川の整
備

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

e-1-3 河川と接続する公園緑地のエ
コアップ（自然度の向上）

新規
市民活動団体による公園緑地の自然調査 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

市民ボランティアと連携した環境活動 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

e-2-1 生態系に配慮した拠点となる
緑地の整備･保全

継続

e-2-2 ネットワークを支えるみどり
の保全（特別緑地保全地区含
む）

新規

e-2-3 身近な森林の保全活用・ふれ
あいの森づくり

継続

e-3-1 環境教育の充実・学校教育と
の連携と支援

継続

e-3-2 緑のセンターの充実･強化 継続

e-3-3 みどりの知識や情報の普及啓
発（広報・手引き・行事・説
明板等）

継続 指定管理者や市民団体と連携したみどりの情報発
信

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

講習会・見学会などの環境教育・普及啓発事業の
実施

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

e-3-5 生物多様性や低炭素社会の意
識啓発

新規

d 安全・
安心で
誰にも
やさし
いみど
りの創
出

d-1 防災を
支える
みどり
づくり
の強化

d-2 誰もが
安心・
安全に
利用で
きるみ
どりづ
くり

e 健康で
多様な
自然と
共生す
るみど
りの創
出

e-1 河川を
軸にし
た生態
系ネッ
トワー
クの骨
格づく
り

e-2 生物多
様性の
拠点と
連携づ
くり

e-3 みどり
の環境
教育と
普及啓
発の促
進

e-3-4 公的な緑化活動の企画･運営 継続
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２ シートの見方

① 緑の基本計画の基本方針が示されています。

② 基本方針を構成する施策の柱が示されています。

③ 施策の柱を構成する各施策の番号と施策名が示されています。

④ プログラムを実施する行政担当課が示されています。

⑤ 緑の基本計画期間（H28～R17）内の実施時期を示しています。
（前期：H28～R2 中期：R3～R7 後期：R8～R17）

⑥ 該当する実施事業名を示しています。

⑦ 該当する総合計画の施策を示しています。

⑧ 施策の根拠法令等を示しています。

⑨ 施策の内容を示しています。

⑩ 施策に取り組むための現状及び課題を示しています。

⑪ 施策実施により期待される効果を示しています。

⑫ 概ね５年後の施策の目標を示しています。（具体的数字があれば表記しています）

⑬ 施策を実行するための事業を示しています。

⑭ 事業を実施する時期を示しています。

⑮ 緑の基本計画に示されている関連施策を示しています

①
②

④ ⑤ ⑥

⑦

⑨

⑩

⑪

⑬

⑮

⑭

⑫

③

⑧
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３　シート

a-1-1

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

東光スポーツ公
園の整備 → → → → →

既存公園施設
の更新 → → → → →

基本方針　　a 活力を生み出す魅力的なみどりの創出
施策の柱　　a-1 骨格となるみどりの保全･活用　　　

特徴ある大きな公園の整備

事業名

暮らしやすい都市環境の充実
都市公園法

旭川市都市公園条例

・特徴ある大きな公園の整備を，既存公園の再整備を含めて進める
・観光や地域づくりの拠点となる公園の整備，機能強化
・防災拠点となる公園の整備

（現状）
・東光スポーツ公園の整備
・既存公園施設の再整備

・多様なニーズに対応できる大きな公園が整備･機能強化される

・東光スポーツ公園の整備を進める
・既存公園施設の再整備を進める

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期･中期･後期

運動公園整備費
都市計画公園整備費

備考

〈関連施策〉
a-2-1  拠点となる都心の公園の快適性向上
c-1-1  住民参加による公園計画の推進
d-1-1  公園の防災機能の強化
e-2-1  生態系に配慮した拠点となる緑地の整備･保全
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a-1-2

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

道路緑化指針に
基づく管理 → → → → →

幹線道路の整
備に伴う植栽 → → → → →

既存のシンボル
並木の保全 → → → → →

道路緑化指針
地区別・路線別

計画の策定
→ →

基本方針　　a 活力を生み出す魅力的なみどりの創出
施策の柱　　a-1 骨格となるみどりの保全･活用　　　

まちのシンボルとなる道路緑化の推進

事業名

暮らしやすい都市環境の充実 旭川市景観条例

・市街地の幹線道路等を中心に，風格とボリューム感のある樹木の育成，保全
・市内の主要道路において緑にあふれた道路緑化づくりを進める
･既存のシンボル並木の保全
･道路緑化指針に基づく管理

（現状）
・植樹スペースを広く確保できるシンボル的道路の緑橋通，七条緑道は整備済み
・幹線道路（４種１・２級）を補助事業で整備する場合は植栽実施，それ以外の計画なし
（課題）
・落ち葉の処理等の問題あり，植栽の有無・樹種について地域との合意形成必要
・緑の必要性について市民全体の理解が必要
・街路樹維持管理費用の確保が課題

・街路樹の育成により，まちのシンボルとなる道路緑化が進められる
・都市部の良好な道路空間の形成が図られる

・神楽３条通，神居旭山通，大雪通（平成大橋神居側），６条通の整備を進める

スケジュール

実施主体
公園みどり課
土木建設課
土木事業所 前期･中期･後期

都市計画道路整備費
道路橋りょう整備費

街路樹管理費

備考

〈関連施策〉
a-2-2  都心のみどりのネットワーク形成
a-3-2  まちへ迎える緑化の推進（道路・ＪＲ沿線の緑化など）
b-2-1  花による緑化の推進
d-2-2  公園樹木や街路樹の安全管理と適切な更新

13



a-1-3

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

保全を検討すべ
き樹林地の現況

把握
→ → → → →

旭川農業振興
地域整備計画
の策定・変更

→ → → → →

森林整備 → → → → →

基本方針　　a 活力を生み出す魅力的なみどりの創出
施策の柱　　a-1 骨格となるみどりの保全･活用　　　

グリーンベルト形成の促進

事業名

自然共生社会の形成

都市公園法
都市緑地保全法

環境基本法
旭川市環境基本条例

旭川市農業農村振興条例

・主要河川や丘陵地，外縁部の農地等のみどりを保全･創出し，みどりに包まれたまちをつくる
・緑地帯と融合した農地の保全や市民農園等の整備誘導
・豊かな自然環境を体感できる河川や丘陵地とつながる緑地帯の形成
・核となる公園緑地の配置や避難地･避難路となる緑地帯の形成
・平野部のみどりの背景をつくる緑地帯の形成
・フットパスなどによるネットワークの形成や都市ゲートとなる緑地帯の形成
・野生鳥獣対策を含めた生物多様性の保全

（現状）
・申出による農用地利用計画の変更（年３回）及び概ね５年ごとに基礎調査による農用地区域等
の見直しを実施
・市有林の適切な保育整備を行い，市民の貴重な財産として維持に努めている
・生物多様性の保全に関する知識の普及・啓発に努めている

・河川や丘陵地のみどりに囲まれたまちづくりが推進される
・農業振興地域内の農用地等の有効利用と農業地域の保全が図られる
・森林の持つ多面的・公益的機能が発揮される
・生物多様性の保全が図られる

・緑地保全のための制度設計及び指定区域の検討を進める
・旭川農業振興地域整備計画による優良な農地の確保・保全のための適切な林地整備の実施
・旭川市森林整備計画及び森林経営計画により林地整備を図る
・重要な地点の緑視率を向上させる

スケジュール

実施主体

公園みどり課
環境総務課

農政課
農林整備課

前期・中期･後期
明日のもり事業費
生物多様性保全費

鳥獣対策費

備考

〈関連施策〉
a-3-3  田園文化の育成･創出
b-4-1  農地の保全活用
b-4-2  市民農園の充実
b-4-3  ガーデニングや食など田園文化の創出
d-1-3  防災ネットワークづくりの推進（避難地機能の強化）
e-2-1  生態系に配慮した拠点となる緑地の整備･保全
e-2-2  ネットワークを支えるみどりの保全（特別緑地保全地区含む）
e-2-3  身近な森林の保全活用･ふれあいの森づくり
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a-2-1

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

既存公園の充
実 → → → → →

民間活力導入
の検討 → → → → →

基本方針　　a 活力を生み出す魅力的なみどりの創出
施策の柱　　a-2 中心市街地の潤いづくりの推進

拠点となる都心の公園の快適性向上

事業名

暮らしやすい都市環境の充実
都市公園法

旭川市都市公園条例

・常磐公園や神楽岡公園など既存公園の改修等を進め快適性を向上させる

（現状）
・既存公園の充実を図っている

・常磐公園や既存公園の快適性が向上される

・既存公園の長寿命化を継続して進める
・民間事業者や公園利用者のニーズを把握した上で，Ｐａｒｋ-ＰＦＩ等の民間活力を活用した施設
の整備及び管理運営手法の検討を行う

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期・中期・後期 都市計画公園整備費

備考

〈関連施策〉
a-1-1  特徴ある大きな公園の整備
a-3-3  田園文化の育成･創造
c-2-1  公園施設の長寿命化の推進
d-2-3  防犯面や遊具等の安全･安心づくり
e-2-1  生態系に配慮した拠点となる緑地の整備･保全
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a-2-2

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

道路整備に伴う
植栽 → → → → →

道路緑化指針
地区別・路線別

計画の策定
→ →

みどりのネット
ワークの形成と

保全
→ → → → →

基本方針　　a 活力を生み出す魅力的なみどりの創出
施策の柱　　a-2 中心市街地の潤いづくりの推進

都心のみどりのネットワーク形成

事業名

暮らしやすい都市環境の充実 旭川市景観条例

・シンボリックな街路樹の通りの延長や良好な街路樹の保全により，緑視率を高めるとともに，河
川と市街地をつなぐ質の高いみどりのネットワークを形成する

（現状）
・中心市街地地区において電線類を地中化し，街路樹を大きく育てみどりを連続させている
（課題）
・維持管理予算の確保や沿線住民の理解と協力が必要
・カラスの糞などを清掃するための維持管理予算の確保が必要

・シンボリックな街路樹や良好な街路樹の連続性が高まり，河川と市街地をつなぐ質の高いみど
りのネットワークが形成される

・中央橋通，新成橋通（未定）の整備を進める

スケジュール

実施主体
公園みどり課
土木建設課
土木事業所 前期・中期・後期 －

備考

〈関連施策〉
a-1-2  まちのシンボルとなる道路緑化の推進
b-2-1  花による緑化の推進
c-3-2  景観事業との連携・景観条例の充実化
c-3-3  みどりに関する協定づくりの推進（緑地協定･景観協定）
d-2-2  公園樹木や街路樹の安全管理と適切な更新
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a-2-3

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

民間及び公共
敷地の緑化誘
導制度の検討

→ → → → →

基本方針　　a 活力を生み出す魅力的なみどりの創出
施策の柱　　a-2 中心市街地の潤いづくりの推進

都心緑化の推進（民間敷地，屋上･壁面緑化）

事業名

暮らしやすい都市環境の充実 都市緑地法

・民間や公共施設の緑化の推進・誘導を進め，中心市街地の潤いづくりを進める

（現状）
・北彩都地区において敷地内緑化取扱指針を策定し，民間敷地の緑化を進めている

・中心市街地において，みどりの多いまちづくりが進められる

・民間施設，公共施設及び敷地における緑化誘導制度の検討を進める

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期･中期･後期 －

備考

〈関連施策〉
b-2-1  花による緑化の推進
b-2-3  空地や残地の緑化推進
c-1-2  多様な担い手の育成と連携の強化
c-3-3  みどりに関する協定づくりの推進（緑地協定･景観協定など）
e-3-4  公的な緑化活動の企画･運営
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a-3-1

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

ホームページ・
パンフレットなど
による情報発信

→ → → → →

市民や観光客に
対する情報収集 → → → → →

基本方針　　a 活力を生み出す魅力的なみどりの創出
施策の柱　　a-3 旭川らしいみどりのブランド戦略づくり

みどりのブランド戦略の策定

事業名

暮らしやすい都市機能の充実 －

・旭川独自の「みどりのブランド」づくりを進めるために，田園，森林や川辺を楽しむことが生活文
化として定着するような特色のある展開メニューを設定し，発信する
・活力を生み出す魅力的なみどりの創出のために，市民をはじめ観光客や来訪者へのマーケ
ティングと情報発信を進める

（課題）
・市民や観光客や来訪者に対するみどりに関する情報収集・分析，情報発信が不足している

・緑の基本計画の目標として掲げられている「豊かな自然と都市の調和」を，市民の感覚として実
感してもらいながら，外部にもアピールできるようになる

・市民が住み続けたいと愛着を持ち，観光客等が訪れてみたい，移住してみたいと思えるような
旭川独自のみどりの情報を発信する

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期・中期･後期 －

備考

〈関連施策〉
a-1-1  特徴ある大きな公園の整備
a-1-2  まちのシンボルとなる道路緑化の推進
a-1-3  グリーンベルト形成の促進
a-3-3  田園文化の育成･創造
b-4-3  ガーデニングや食など田園文化の創出
e-1-1  主要河川の自然保全
e-2-3  身近な森林の保全活用･ふれあいの森づくり
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a-3-2

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

市民花壇づくり
支援花株の助

成
→ → → → →

道路緑化指針に
基づく街路樹の

管理
→ → → → →

ボランティアサ
ポートプログラ
ムへの協力

→ → → → →

基本方針　　a 活力を生み出す魅力的なみどりの創出
施策の柱　　a-3 旭川らしいみどりのブランド戦略づくり

まちへ迎える緑化の推進（道路・ＪＲ沿線の緑化など）

事業名

暮らしやすい都市環境の充実
旭川市景観条例

市民花壇づくり支援花株助成事業
実施要領

・旭川のアプローチとなる空港や高速道路などから都心に至る主要道路の緑化を進める
・まちへ迎える国道･道々の環境整備を働きかける
・道路花壇づくりにより沿道の環境整備を進める

（現状）
・旭川空港から中心市街地に至る道路で，来訪者を迎える道路緑化が進められている
・鉄道事業者と協定を締結し，JR緑が丘駅などの周辺で緑化を実施している
・国道２３７号線において市民ボランティアが緑化を実施している
（課題）
・既存路線の緑化を維持していくための十分な維持管理予算の確保が必要

・まちへ迎える道路や鉄道沿線において，緑化を継続して取り組むことにより，本市のみどりのイ
メージアップが図られる

・まちへ迎える道路や鉄道沿線において，緑化を継続して実施する

スケジュール

実施主体
土木建設課
土木事業所

公園みどり課 前期･中期･後期 緑化推進費

備考

〈関連施策〉
b-2-1  花による緑化の推進
c-1-3  市民主体の緑化活動の支援
e-3-4  公的な緑化活動の企画･運営
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a-3-3

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

食や農に関する
セミナーやイベ

ントの開催
→ → → → →

市民農園開設に
伴う支援 → → → → →

市民農園の貸出
し及び家庭菜園
講習会の実施

→ → → → →
北彩都ガーデン
「農のガーデン」

の展示
→ → → → →

基本方針　　a 活力を生み出す魅力的なみどりの創出
施策の柱　　a-3 旭川らしいみどりのブランド戦略づくり

田園文化の育成･創造

事業名

自然共生社会の形成

都市公園法
旭川市都市公園条例

農業振興地域の整備に関する法律
旭川市農村農業振興条例
旭川市農業センター条例

・家庭菜園や市民農園･ガーデンに関するセミナー・イベントの開催，知識の普及や市民交流の
機会拡大を図る

（現状）
・北彩都ガーデンにおいて，ガーデニングに関する講習会が開催されている
・市民農園開設に伴う支援を実施している
・市民農園の貸出し，家庭菜園向けの講習会を通じて農業への理解の促進を図っている

・家庭菜園や市民農園･ガーデンを通じ，農や食，みどりにふれ合う生活文化が成熟される
・農地の保全・活用及び都市と農村の交流の活性化が図られる
・市民の農業理解が促進される

・市民ニーズに合わせたセミナーやイベント等の開催を通じて知識の普及や市民交流の拡大を
図る

スケジュール

実施主体

公園みどり課
農政課

農業振興課
農業センター

前期･中期･後期
北彩都ガーデン管理費

都心地区整備事業・市民農園事業
農業センター管理費

備考

〈関連施策〉
a-3-1  みどりのブランド戦略の策定
b-4-3  ガーデニングや食など田園文化の創出
e-3-3  みどりの知識や情報の普及啓発（広報･手引き･行事･説明板等）
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a-3-4

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

他都市の公園
やガーデンとの

連携
→ → → → →

基本方針　　a 活力を生み出す魅力的なみどりの創出
施策の柱　　a-3 旭川らしいみどりのブランド戦略づくり

みどりの広域連携の展開（自然･公園･ガーデン街道等）

事業名

暮らしやすい都市環境の充実 －

・河川や農業，森林施設の広域連携を図り，みどりの一体的な保全やネットワーク化を図る
・「花人街道２３７」「シーニックバイウェイ北海道」「ガーデンアイランド北海道」などの広域的取り
組みと連携を図る

（現状）
・「ガーデンアイランド北海道」の会員となり，道内の他ガーデンとの連携を諮ると同時に，近隣の
花の観光スポットとも連携し，パンフレットの作成を行っている
・シーニックバイウェイ大雪･富良野ルートで市内を通過する国道２３７号線がルートとなっている

・近隣市町村と自然･公園･ガーデンなどで広域的連携が図られることで，本市の魅力が発信され
る

・本市のみどりの魅力を活かした美しい環境づくりを進め，さらなる連携を図る

スケジュール

実施主体
公園みどり課

農政課
観光課 前期･中期･後期

北彩都ガーデン管理費
都心地区整備事業

備考

〈関連施策〉
a-3-1  みどりのブランド戦略の策定
b-4-1  農地の保全活用
b-4-3  ガーデニングや食など田園文化の創出
c-1-2  多様な担い手の育成と連携の強化
e-1-1  主要河川の自然保全
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a-4-1

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

既存親水施設
の改築 → → → → →

基本方針　　a 活力を生み出す魅力的なみどりの創出
施策の柱　　a-4 にぎわいを生む彩りあるみどりづくり

水に親しめる空間づくり（橋詰空間を含む）

事業名

暮らしやすい都市環境の充実
都市公園法

旭川市都市公園条例

・生物多様性を意識し河川のみどりの質を高める
・川との接点である橋詰広場を修景し河川と橋の風景を楽しめる場所とする
・せせらぎ水路など親水施設のある公園では，維持管理の充実や更新を実施する

（現状）
・北彩都地区の忠別川河川空間において大きな静水面（鏡池）を造成し，水に親しめる空間を整
備している
・永山地区や東旭川地区においてせせらぎ水路や親水公園が整備されている

・水と親しむことのできる空間が整備されるとともに，既存の親水施設の良好な維持が可能とな
る

・既存の親水施設のメンテナンスを継続して実施することで，利用促進を図る

スケジュール

実施主体
公園みどり課
土木事業所 前期･中期･後期 公園整備費

備考

〈関連施策〉
b-1-1  地域ニーズにあわせた身近な公園の新設･再整備
c-1-1  住民参加による公園計画の推進
e-1-1  主要河川の自然保全
e-1-2  多様な川づくり･小河川の緑化（調整池含む）
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a-4-2

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

旭川冬まつりの
開催 → → → → →

歩くスキーなど
冬を楽しむ公園

利用
→ → → → →

雪押し場として
の公園利用 → → → → →

基本方針　　a 活力を生み出す魅力的なみどりの創出
施策の柱　　a-4 にぎわいを生む彩りあるみどりづくり

冬の魅力づくり

事業名

暮らしやすい都市環境の整備
都市公園法

旭川市都市公園条例

・雪あかりや野鳥が観察できる施設，歩くスキーコースなど，冬の公園を楽しむための運用を進
める
・雪押し場としての有効利用
・雪に映える街路樹の植栽
・屋内に閉じこもりがちな冬の屋外活動を促すため，ウインターイベントの開催

（現状）
・旭川冬まつりにおいて，市民雪像や雪あかりなど市民参加型のイベントを開催している
・公園内の歩くスキーコースの整備：神楽岡公園，春光台公園ほか５公園
・ちびっ子スキー場：花咲スポーツ公園
・子ども遊び広場：常磐公園ほか３箇所
・雪押し場としての公園利用（児童遊園含）　２２５公園（Ｒ１）
（課題）
・冬期のスポーツ離れや多様化が進み，ライフスタイルやライフステージ，ニーズに応じて，公園
内での冬期の健康づくりに取り組む機会の提供が必要

・公園・緑地において，冬期間の利用が促進される

・旭川冬まつり　入場者数　　　 １００万人
・雪押し場としての公園利用の実施

スケジュール

実施主体
公園みどり課
スポーツ課

観光課 前期･中期･後期 公園管理費

備考

〈関連施策〉
a-1-1  特徴ある大きな公園の整備
a-1-2  まちのシンボルとなる道路緑化の推進
b-3-3  地域行事を支える公園づくり
c-2-3  地域と育む公園活用の弾力化（イベント，雪置き）
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a-4-3

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

北彩都ガーデン
サポーター活動 → → → → →
ガーデン見学
会・講習会の

開催
→ → → → →

市民協力花壇
づくり支援花株

の助成
→ → → → →

住宅の新築・購
入の際の苗木

プレゼント
→ → → → →

基本方針　　a 活力を生み出す魅力的なみどりの創出
施策の柱　　a-4 にぎわいを生む彩りあるみどりづくり

ガーデニングや窓辺緑化の普及

事業名

暮らしやすい都市環境の整備
都市公園法

旭川市都市公園条例
都市緑地法

・講習会等の開催によるガーデニングの普及啓発
・道路の植樹桝を活用した花壇づくり
・ガーデンツアーの実施や，住宅・企業の窓辺緑化を展開し，それらを助成する仕組みを進める

（現状）
・北彩都ガーデンにおいて，ボランティアチーム「北彩都ガーデンサポーター」による維持管理作
業を行い，ガーデニングに関する知識の普及・向上に取り組んでいる
・ガーデンの見学ツアーや，植物に関する講習会など，多様なプログラムを実施している
・市民による道路等の花壇づくりの支援のため，花株を助成している　１１４団体（Ｒ１）
・住宅を新築または購入した市民に苗木をプレゼントしている　１９件（Ｒ１）

・ガーデニングを通じた交流を促進し，新たなみどりづくりを普及するとともに，花株助成や苗木
のプレゼントの実施により，民有地の緑化が図られる

・ガーデンに関する知識の普及・向上を図る
・市民協力花壇づくり支援花株助成事業の実施

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期･中期･後期

北彩都ガーデン管理費
都心地区整備事業

緑化推進費

備考

〈関連施策〉
a-3-2  まちへ迎える緑化の推進（道路・ＪＲ沿線の緑化など）
a-3-3  田園文化の育成･創造
b-2-1  花による緑化の推進
b-4-3  ガーデニングや食など田園文化の創出
c-1-3  市民主体の緑化活動の支援
e-3-3  みどりの知識や情報の普及啓発（広報･手引き･行事･説明板等）
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b-1-1

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

既存公園の施
設改修 → → → → →

公園施設長寿
命化計画の見

直し
→

基本方針　　b 多世代で憩える暮らしのみどりの創出
施策の柱　　b-1 多世代が多様に楽しめる公園づくり

地域ニーズにあわせた身近な公園の再整備･新設

事業名

市民生活を支える都市機能の維持
都市公園法

旭川市都市公園条例

･古くなった既存公園の再整備
･多様な機能を持った公園整備･役割分担の実施

（現状）
・旭川市公園施設長寿命化計画に基づく施設の改修に取り組んでいる

・地域ニーズにあわせた身近な公園整備が進む

・既存公園の施設改修を進める
・地域ニーズなどに基づきストック再編による公園の再整備を進める

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期･中期･後期 都市計画公園整備費

備考

〈関連施策〉
b-1-2  コミュニティや子育て･健康を育む公園機能の強化
b-1-3  児童遊園の充実と統廃合の検討
b-3-3  地域行事を支える公園づくり
c-1-1  住民参加による公園計画の推進
c-2-1  公園施設の長寿命化の推進
d-2-1  誰にもやさしい公園づくり（バリアフリー化）
d-2-2  公園樹木や街路樹の安全管理と適切な更新
d-2-3  防犯面や遊具等の安全･安心づくり
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b-1-2

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

花咲スポーツ公
園の機能強化 → → → → →

地域ニーズにあ
わせた健康遊具

の設置
→ → → → →

基本方針　　b 多世代で憩える暮らしのみどりの創出
施策の柱　　b-1 多世代が多様に楽しめる公園づくり

コミュニティや子育て･健康を育む公園機能の強化

事業名

市民生活を支える都市機能の維持
都市公園法

旭川市都市公園条例

・地域コミュニティや子育て交流の育みや健康づくりが可能な施設の導入
・安心して子どもたちを見守ることができる場所の整備

（現状）
・花咲スポーツ公園の機能強化や地域ニーズにあわせ健康遊具の設置が進められている

・コミュニティや子育て交流･健康づくりが可能な公園機能が強化される

・花咲スポーツ公園の機能を強化するとともに，既存公園において健康遊具を設置する

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期･中期･後期

都市計画公園整備費
花咲スポーツ公園改修費

備考

〈関連施策〉
b-1-1  地域ニーズにあわせた身近な公園の新設･再整備
b-1-3  児童遊園の充実と統廃合の検討
b-3-3  地域行事を支える公園づくり
c-1-1　住民参加による公園計画の推進
c-2-1  公園施設の長寿命化の推進
d-2-1  誰にもやさしい公園づくり（バリアフリー化）
d-2-3  防犯面や遊具等の安全･安心づくり
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b-1-3

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

地域課題の整
理，地元との調

整
→ →

計画策定 →

事業の実施 → →

基本方針　　b 多世代で憩える暮らしのみどりの創出
施策の柱　　b-1 多世代が多様に楽しめる公園づくり

児童遊園の充実と統廃合の検討

事業名

市民生活を支える都市機能の維持 旭川市都市公園条例

・一定規模以上の児童遊園は地区内の公園の整備状況を踏まえ，適切な施設更新や再整備を
実施
・規模の小さいものや使われていない児童遊園の統廃合や機能分担を図る

（課題）
・地域によって，抱えている公園の課題が様々であるため，実際に地域に入り，地域の声に耳を
傾けながら公園のあり方について検討する必要がある

・児童遊園の充実と統廃合を進めることで，機能重複が解消され，また，都市公園に位置付けを
変更したものについては，施設の維持管理や適切な更新・再整備が図られる
・地域ニーズにあわせた身近な公園を整備することにより，多世代が多様に楽しめる公園を目指
す

・地域が抱えている公園の課題を解決するため，計画を策定し事業の実施を目指す

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期・中期・後期 公園管理費

備考

〈関連施策〉
b-1-1  地域ニーズにあわせた身近な公園の新設･再整備
b-1-2  コミュニティや子育て･健康を育む公園機能の強化
c-1-1  住民参加による公園計画の推進
d-2-1  誰にもやさしい公園づくり（バリアフリー化）
d-2-3  防犯面や遊具等の安全･安心づくり
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b-2-1

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

シンボル花壇の
造成 → → → → →

市民協力花壇
づくり支援 → → → → →

基本方針　　b 多世代で憩える暮らしのみどりの創出
施策の柱　　b-2 地域ぐるみのみどりと花づくりの推進

花による緑化の推進

事業名

暮らしやすい都市環境の整備 都市緑地法

･公共公益施設の窓辺における花による装飾
･市民との協働による主要幹線道路での花による道路修景

（現状）
・春光台地区住民による道路緑化
・国道２３７号線の道路緑化
・昭和通の緑化
（課題）
・高齢化により活動団体が減少している

・地域住民と協働で花による街並みづくりが進められる

・市民協力花壇づくり花株支援事業の実施

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期･中期･後期 緑化推進費

備考

〈関連施策〉
a-3-2  まちへ迎える緑化の推進（道路・ＪＲ沿線の緑化など）
a-4-3  ガーデニングや窓辺緑化の普及
c-1-3  市民主体の緑化活動の支援
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b-2-2

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

みどりのリサイ
クル事業仕組み

づくり
→

みどりのリサイ
クル事業の実施 → → → → →

基本方針　　b 多世代で憩える暮らしのみどりの創出
施策の柱　　b-2 地域ぐるみのみどりと花づくりの推進

再利用樹木事業の展開

事業名

暮らしやすい都市環境の充実 都市緑地法

・維持管理が困難になった公共施設の樹木で，移植が可能なものを緑化事業に活用してもらう再
利用樹木事業の実施
・維持管理の困難さにより，みどりの減少を抑制するため，効果的な展開を図る仕組みづくりを進
める

（現状）
・高齢化の進行に伴い，維持管理の困難さによって不要樹木となるものが多い
・Ｈ２８～Ｒ１の４年間で７件４１本の不要となった樹木を公園敷地に移植する事業を実施したが，
民地における不要樹木の利用は，堀取りが困難な状況が多く，手間や費用に比べると緑化効果
が低く，また，無料で不要樹木を処分できると考える人もおり，緑化普及の思想と逆行する場合
がある

・個人や公的機関が所有する不要になった樹木の再利用が図られ，みどりの減少を抑制するこ
とができる

・樹木の再利用を図る

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期･中期･後期

緑化推進費
苗圃管理費

備考

〈関連施策〉
a-4-3  ガーデニングや窓辺緑化の普及
b-2-3  空地や残地の緑化推進
c-1-3  市民主体の緑化活動の支援
e-3-3  みどりの知識や情報の普及啓発（広報･手引き･行事･説明板等）
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b-2-3

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

空地や残地の
現状把握 → → → → →

基本方針　　b 多世代で憩える暮らしのみどりの創出
施策の柱　　b-2 地域ぐるみのみどりと花づくりの推進

空地や残地の緑化推進

事業名

暮らしやすい環境の整備 －

・土地所有者や町内会と連携を図り，空地･残地の花壇造成や植栽により地域の環境改善を図
る
・道路用地の残地などの緑化を図り，みどりづくりを積極的に進める

（現状）
・旭町通や緑橋通の空地においてポケットパークを整備し緑化を実施している

・空地や残地が緑化され地域の環境改善が図られる

・空地や残地の現状を把握する

スケジュール

実施主体
公園みどり課
土木建設課
都市計画課 中期･後期 －

備考

〈関連施策〉
b-2-1  花による緑化の推進
b-2-2  みどりのリサイクル事業の展開
c-1-3  市民主体の緑化活動の支援
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b-3-1

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

「旭川市を緑に
する会」への支

援
→ → → → →

景観重要樹木
の指定検討 → → → → →

名木や景観上
重要な樹木のリ

ストアップ
→ → →

基本方針　　b 多世代で憩える暮らしのみどりの創出
施策の柱　　b-3 地域のシンボルとなるみどりづくり

貴重な樹木の保全（保護樹･保護樹林の指定，路傍樹，社寺林）

事業名

暮らしやすい都市環境の充実 旭川市景観条例

・名木や景観上重要な樹木，樹林の指定や保全を図る
・道路拡幅などによる路傍樹の保全
・豊かな樹林を有する神社のみどりの保護・保全を図る

（現状）
・市民団体と協力し，現在，１５本の指定保存樹木を指定している
・景観づくり基本計画に位置付けられている景観重要樹木の指定は現段階ではない
（課題）
・景観重要樹木の制度等について，市民に周知を図る必要がある

・名木や景観上重要な樹木が保全され貴重なみどりが守られる

・名木や景観上重要な樹木のリストアップ
・貴重な樹木を適正に保全する

スケジュール

実施主体
公園みどり課
都市計画課 前期･中期･後期 緑化推進費

備考

〈関連施策〉
b-3-2  地域ごとのみどりのシンボルづくり
c-1-2  多様な担い手の育成と連携の強化
e-3-3  みどりの知識や情報の普及啓発（広報･手引き･行事･説明板等）
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b-3-2

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

保全を検討すべ
き樹林地の現況

把握
→ → → → →

小学校や市営
住宅等の敷地

内緑化
→ → → → →

基本方針　　b 多世代で憩える暮らしのみどりの創出
施策の柱　　b-3 地域のシンボルとなるみどりづくり

地域ごとのみどりのシンボルづくり

事業名

暮らしやすい都市環境の整備 －

・地区センター，児童会館，大規模商業施設などの地域の核となる敷地内の緑化

（現状）
・小学校や市営住宅などの公共施設で敷地内に芝生広場を整備し地域の身近なみどりを整備し
ている

・地域の核となる施設で地域のみどりの創出が図られる

・小学校や市営住宅などにおいて，敷地内緑化を進める

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期・中期･後期 －

備考

〈関連施策〉
c-1-2  多様な担い手の育成と連携の強化
c-1-3  市民主体の緑化活動の支援
e-2-2  ネットワークを支えるみどりの保全（特別緑地保全地区含む）

32



b-3-3

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

公園利用の柔
軟な運用 → → → → →

公園を利用した
地域イベントの

開催誘導
→ → → → →

基本方針　　b 多世代で憩える暮らしのみどりの創出
施策の柱　　b-3 地域のシンボルとなるみどりづくり

地域行事を支える公園づくり

事業名

暮らしやすい都市環境の整備 旭川市都市公園条例

・日常利用に配慮し，地域イベントを活発に実施できるよう，必要に応じ公園の改修や使用許可
の柔軟な運用を進める

（現状）
・H25年より街区・近隣公園において町内会等が主催する火気を使用したイベントの開催を許可
・旭山公園において夜桜を楽しむイベントが開催されている
・地域の夏祭り・冬祭りが開催されている

・公園を利用した地域イベントが街区・近隣公園のほか，地区公園でも開催される

・地域イベントの開催の継続

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期･中期･後期 －

備考

〈関連施策〉
c-1-1  住民参加による公園設計の推進
c-2-3  地域連携による公園管理と弾力運用
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b-4-1

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

旭川農業振興
地域整備計画
の策定・変更

→ → → → →

眺望ポイントの
選定検討 → → → → →

関係機関との協
議 → → → → →

基本方針　　b 多世代で憩える暮らしのみどりの創出
施策の柱　　b-4 田園生活を楽しむみどりづくり

農地の保全活用

事業名

自然共生社会の形成
農業振興地域の整備に関する法律

旭川市農村農業振興条例

・休耕地や転作農地は地権者の協力を得ながら花畑やプレイグラウンドとして活用を図る
・農村風景が特徴的な眺望ポイントについては関係機関と協議し，場所の選定検討を進める
・フットパスなど歩いて地域風景を楽しめるネットワークをつくる

（現状）
・申出による農用地利用計画の変更（年３回）及び概ね５年ごとに基礎調査による農用地区域等
の見直しを実施

・農業振興地域内の農用地等の有効利用と農業地域の保全

・旭川農業振興地域整備計画により，優良な農地の確保・保全を図る
・眺望ポイントの選定検討を進める

スケジュール

実施主体
公園みどり課

農政課
都市計画課 前期･中期･後期 －

備考

〈関連施策〉
a-1-3  グリーンベルト形成の促進
a-3-3  田園文化の育成･創造
b-4-3  ガーデニングや食など田園文化の創出
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b-4-2

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

若者の郷市民農
園貸出し及び市
民農園開設支援

→ → → → →
農業センターにおけ
る農園の貸出し及び

講習会の開催 → → → → →

基本方針　　b 多世代で憩える暮らしのみどりの創出
施策の柱　　b-4 田園生活を楽しむみどりづくり

市民農園の充実

事業名

市民生活を支える都市機能の維持
旭川市農業農村振興条例
旭川市農業センター条例

・生産や収穫の体験ができる市民農園の整備を進める
・家庭菜園の講習会の開催や貸農園の整備運営を支援する
・農作物育成の知識や普及啓発を図る

（現状）
・江丹別若者の郷における市民農園の貸出し　５３区画（Ｒ１）
・新規市民農園開設に伴う相談支援　０件（Ｒ１）
・農業センターにおける市民農園の貸出し　９１区画（Ｒ２）
・農業センター主催の家庭菜園講習会　３回／年

・農地の保全・活用が図られ，都市農村交流が活性化する

・引き続き市民農園の貸出しや講習会を開催する

スケジュール

実施主体
農政課

農業センター 前期･中期･後期
若者の郷施設管理費
農業センター管理費

備考

〈関連施策〉
a-1-3  グリーンベルト形成の促進
a-3-3  田園文化の育成･創造
b-4-3  ガーデニングや食など田園文化の創出
e-3-1  環境教育の充実･学校教育との連携
e-3-3  みどりの知識や情報の普及啓発（広報･手引き･行事･説明板等）
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b-4-3

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

市民農園の貸出
し及び農・畜産加

工体験の実施
→ → → → →

北彩都ガーデン
サポーター活動 → → → → →
ガーデン見学

会・講習会の開
催

→ → → → →

個人ガーデンの
バスツアー → → → → →

基本方針　　b 多世代で憩える暮らしのみどりの創出
施策の柱　　b-4 田園生活を楽しむみどりづくり

ガーデニングや食など田園文化の創出

事業名

暮らしやすい都市機能の充実
旭川市都市公園条例

旭川市農業農村振興条例
旭川市農業センター条例

･北彩都ガーデンにおいて，モデルとなるガーデンづくりや交流の促進，知識の普及を進める
･江丹別若者の郷，農業センターで農作物や畜産物の加工体験を充実する
･民間農園等における農作物の収穫･賞味機会の拡大

（現状）
・江丹別若者の郷における市民農園の貸出し，そば打ち，ソーセージ，トマトジュースづくり体験
等の実施
・農業センターにおいて農産加工品の試作体験の実施
・「北彩都ガーデンサポーター」による維持管理作業を行い，ガーデニングの知識の普及啓発に
取り組んでいる
・北彩都ガーデンツアーや植物講習会等多彩なプログラムの実施や，「農のガーデン」において，
農や食に関わる展示を実施
・ガーデンバスツアーの開催
（課題）
・農業センターの食品加工機器類の老朽化が進んでいる

・旭川の生活文化として，ガーデニング･農や食などとの楽しみや広がりを通じ，豊かな田園文化
を育む

・家庭菜園や庭づくりをする市民の割合　６５％

スケジュール

実施主体
公園みどり課

農政課
農業センター 前期･中期･後期

北彩都ガーデン管理費
都心地区整備事業
農業センター管理費

備考

〈関連施策〉
a-1-3  グリーンベルト形成の促進
a-3-3  田園文化の育成･創造
b-4-1  農地の保全活用
b-4-2  市民農園の充実
e-3-3  みどりの知識や情報の普及啓発（広報･手引き･行事･説明板等）
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c-1-1

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

公園愛護協力
会による管理 → → → → →

地域団体による
公園整備 → → → → →

基本方針　　c みんなで守り育てる持続可能なみどりの創出
施策の柱　　c-1 市民協働の促進

住民参加による公園づくりの推進

事業名

地域主体のまちづくりの推進
都市公園法

旭川市都市公園条例
旭川市市民参加推進条例

・整備完了後においても維持管理や運用について住民参加を促す
・地域団体のグランドワーク活動による公園の整備

（現状）
・公園の新規整備や大規模改修において，計画段階で住民参加によるワークショップを実施して
いる
・町内会単位で愛護協力会を組織してもらい，公園内の清掃活動や見回りを実施している
・地域団体によるパークゴルフ場の整備，維持管理を実施　西神楽地区

・地域団体や町内会が行政と協働で公園整備や管理を自主的に実施する

・公園愛護協力会による管理を引き続き実施する

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期･中期･後期 都市計画公園整備費

備考

〈関連施策〉
a-1-1  特徴ある大きな公園の整備
b-1-1  地域ニーズにあわせた身近な公園の新設･再整備
b-1-2  コミュニティや子育て･健康を育む公園機能の強化
c-2-3  地域連携による公園管理と弾力運用
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c-1-2

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状・課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

あさひかわ自然
共生ネットワー

ク負担金
→ → → → →

「旭川市を緑に
する会」の活動

支援
→ → → → →

市民活動団体
の交流支援 → → → → →

基本方針　　c みんなで守り育てる持続可能なみどりの創出
施策の柱　　c-1 市民協働の促進

多様な担い手の育成と連携の強化

事業名

市民主体のまちづくり 旭川市環境基本条例

・市民やＮＰＯ法人，企業等による活動の情報発信の支援や担い手間の交流を支援する
・自然や環境に係る市民団体間相互の連携，交流，情報交換等を通じた活動の充実

（現状）
・自然共生ネットワーク参加団体数　１８団体（Ｒ１）
・自然共生ネットワーク自主事業「みどりの回廊展」などの実施による普及啓発活動の実施
・市民団体が実施している「川のごみ拾い」などの環境保全活動の把握及び情報発信
・「旭川市を緑にする会」による市民参加での植樹を中心とした民有地，公共施設，学校，公園緑
地等の緑化推進
・みどりにかかわる協働団体数　３９４団体（Ｒ１）

・参加団体の活動の活性化
・市民の「自然と共生するまちづくり」に対する意識向上

・環境に配慮した行動に取り組む市民の割合　８６％（Ｒ７）
・みどりにかかわる協働団体数　４１７団体（Ｒ７）

スケジュール

実施主体
公園みどり課
環境総務課 前期･中期･後期

環境保全費
緑化推進費

備考

〈関連施策〉
a-1-3　グリーンベルト形成の促進
a-2-3　都心緑化の推進（民間敷地，屋上・壁面緑化）
a-3-2　まちへ迎える緑化の推進（道路･JR沿線の緑化など）
a-4-3　ガーデニングや窓辺緑化の普及
b-1-2　コミュニティや子育て･健康を育む公園機能の強化
b-2-1　花による緑化の推進
b-3-2　地域ごとのみどりのシンボルづくり
c-1-3　市民主体の緑化活動の支援
c-3-1　緑化基金の見直し
c-3-3　みどりに関する協定づくりの推進（緑地協定･景観協定など）
e-2-3　身近な森林の保全活用･ふれあいの森づくり
e-3-1　環境教育の充実･学校教育との連携
e-3-2　緑のセンターの充実･強化
e-3-3　みどりの知識や情報の普及啓発（広報･手引き･行事･説明板等）
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c-1-3

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

みどりに関わる
町内会，活動団
体等への支援

→ → → → →

「花フェスタ」の
開催支援 → → → → →

基本方針　　c みんなで守り育てる持続可能なみどりの創出
施策の柱　　c-1 市民協働の促進

市民主体の緑化活動の支援

事業名

地域主体のまちづくりの推進 －

・町内会，商店街，ＮＰＯ法人などの既存組織と連携し地域の緑化を進める
・既存の緑化活動を実施している団体に支援する
・新たな緑化活動団体の掘り起こし

（現状）
・町内会等での道路緑化に花株等の支援
・「旭川市を緑にする会」への支援
・花の祭典「花フェスタ」開催に係る支援
・みどりにかかわる協働団体数　３９４団体（Ｒ１）

・周辺環境の改善のために様々な市民団体において自主的な緑化活動が促進される

・みどりにかかわる協働団体数　４１７団体（Ｒ７）

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期･中期･後期 緑化推進費

備考

〈関連施策〉
a-3-2  まちへ迎える緑化の推進（道路・ＪＲ沿線の緑化など）
b-1-1  地域ニーズにあわせた身近な公園の新設･再整備
b-1-2  コミュニティや子育て･健康を育む公園機能の強化
b-2-1  花による緑化の推進
b-2-3  空地や残地の緑化推進
b-3-2  地域ごとのみどりのシンボルづくり
e-3-1  環境教育の充実･学校教育との連携
e-3-5  生物多様性や低炭素社会の意識啓発 
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c-2-1

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

公園の長寿命
化の実施 → → → → →

公園施設長寿
命化計画の見

直し
→

基本方針　　c みんなで守り育てる持続可能なみどりの創出
施策の柱　　c-2 持続可能な公園づくり

公園施設の長寿命化の推進

事業名

市民生活を支える都市機能の維持
都市公園法

旭川市都市公園条例

・「旭川市公園施設長寿命化計画」に基づき，公園施設の計画的な維持管理・更新を実施する

（課題）
・「旭川市公園施設長寿命化計画」に基づき，公園施設の更新を進めているが，地域のニーズに
合わなくなった施設の廃止や他施設の導入が進んでいない状況である

・公園の計画的な維持管理･更新が進められることにより，持続可能な公園づくりを目指す

・公園長寿命化のための整備を引き続き実施するとともに，地域のニーズに合わなくなった施設
の廃止や他施設の導入を進める

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期･中期･後期 都市計画公園整備費

備考

〈関連施策〉
a-1-1　特徴ある大きな公園の整備
a-2-1　拠点となる都心の公園の快適性向上
b-1-1　地域ニーズにあわせた身近な公園の新設･再整備
b-1-3　児童遊園の充実と統廃合の検討
d-2-1　誰にもやさしい公園づくり（バリアフリー化）
d-2-2　公園樹木や街路樹の安全管理と適切な更新
d-2-3　防犯面や遊具等の安全･安心づくり
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c-2-2

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

落葉・せん定枝
のリサイクル → → → → →

公園灯のLED化 → → → → →
落葉を利用した
腐葉土づくり講
習会等の支援

→ → → → →

基本方針　　c みんなで守り育てる持続可能なみどりの創出
施策の柱　　c-2 持続可能な公園づくり

リサイクル事業や省エネルギー化の推進

事業名

循環型社会の形成
低炭素社会の形成

建設リサイクル法
省エネルギー法

・落ち葉を腐葉土にするなどの再利用を促進する
・草刈り後の集草作業の未実施，せん定枝のチップ化など循環型の公園の維持管理を進める
・公園灯のLED化や再生可能エネルギーの活用を進める

（現状）
・落ち葉の戸別収集（モデル事業，１０～１１月の期間限定）を実施し腐葉土化施設（神楽岡公園
苗圃）に搬入
・腐葉土づくりの講習会を開催
・公園灯のLED化

・落ち葉のリサイクルや公園内の省エネルギーが促進される

・落ち葉やせん定枝のリサイクルを進めるとともに，公園灯のLED化や設備の効率化により省エ
ネルギー化を進める

スケジュール

実施主体
公園みどり課

クリーンセンター 前期･中期･後期 クリーンあさひかわ推進費

備考

〈関連施策〉
b-1-1  地域ニーズにあわせた身近な公園の新設･再整備
d-2-2  公園樹木や街路樹の安全管理と適切な更新
e-3-5  生物多様性や低炭素社会の意識啓発

41



c-2-3

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

公園愛護協力
会による維持管

理
→ → → → →

冬の雪押し場と
して活用 → → → → →

基本方針　　c みんなで守り育てる持続可能なみどりの創出
施策の柱　　c-2 持続可能な公園づくり

地域連携による公園管理と弾力運用

事業名

地域主体のまちづくりの推進
都市公園法

旭川市都市公園条例

・指定管理者による管理制度の充実や市民との協働により管理運営の質的向上を図る
・公園利用の弾力的な運用方策の導入を図る

（現状）
・町内会で愛護協力会を組織し，街区公園の巡回やトイレの清掃を実施している　１９２団体（Ｒ
１）
・冬の雪押し場として公園を活用している　２２５公園（Ｒ１）

・公園利用の柔軟な運用が図られることで管理運営が充実する

・公園愛護協力会による維持管理の実施
・冬の雪押し場としての公園の活用

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期･中期･後期 公園管理費

備考

〈関連施策〉
a-1-1　特徴のある大きな公園の整備
a-4-2　冬の公園利用促進（ウィンターイベントの企画運営）
b-1-1　地域ニーズにあわせた身近な公園の新設･再整備
b-3-3　地域行事を支える公園づくり
c-1-2　多様な担い手の育成と連携の強化  
c-1-3　市民主体の緑化活動の支援

42



c-3-1

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

ふるさと納税と
の連携 → → → → →

都市緑化のPR → → → → →

活用事業の見
直し → → → → →

基本方針　　c みんなで守り育てる持続可能なみどりの創出
施策の柱　　c-3 みどりづくりを支える制度や仕組みづくり

緑化基金の見直し

事業名

暮らしやすい都市機能の充実 －

・基金の抜本的見直しを実施し，財源のあり方や活用事業などを検討，改善する

（現状）
・ふるさと納税制度の普及により，寄附金が増加している
・緑化推進事業の財源確保のため，基金の取崩しを行っており，充当事業の拡大により基金枯
渇が迫っている
（課題）
・充当事業の見直し
・寄附金の増加に向けた都市緑化のPR

・都市緑化のPRにより寄附金の増収が図られる

・活用事業の絞り込みを行い緑化事業の継続を目指す

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期･中期･後期 都市緑化基金積立金

備考

〈関連施策〉
b-2-1  花による緑化の推進
c-1-3  市民主体の緑化活動の支援
c-1-2  多様な担い手の育成と連携の強化
e-3-1  環境教育の充実･学校教育との連携
e-3-3  みどりの知識や情報の普及啓発（広報･手引き･行事･説明板等）
e-3-4  公的な緑化活動の企画･運営
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c-3-2

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

景観重要樹木
の指定のための

調査検討
→ → → → →

景観計画重点
地区における緑

化の誘導
→ → → → →

保全を検討すべ
き樹林地の現況

把握
→ → → → →

基本方針　　c みんなで守り育てる持続可能なみどりの創出
施策の柱　　c-3 みどりづくりを支える制度や仕組みづくり

景観づくり基本計画との連携や緑の保全制度の活用

事業名

暮らしやすい都市環境の充実
景観法

旭川市景観条例
都市緑地法

･景観づくり基本計画に沿ったみどりづくりを推進
･大規模な公共公益施設や土木施設については，みどりの景観づくりのモデルとなる整備を進め
る
･市内に残された貴重なみどりを法律に基づく制度を通じて保全する

（現状）
・景観法に基づく景観計画の策定（平成１９年度）
・景観計画重点地区（北彩都あさひかわ地区）では，緑化率を定め敷地内緑化を進めている
（課題）
・都市公園以外の郊外丘陵地のみどりにおいて，みどりの保全制度に基づく保全がされていない
現状にある

・良好な都市景観に寄与できる重要なみどりの保全が進む
・永続性のある緑地面積が増加する

・永続性のある緑地面積の合計　21,100ha（R7）

スケジュール

実施主体
公園みどり課
都市計画課 前期・中期･後期 －

備考

〈関連施策〉
a-1-3　グリーンベルト形成の促進
a-2-2　都心のみどりのネットワーク形成
a-2-3　都心緑化の推進（民間敷地，屋上・壁面緑化）
c-3-3　みどりに関する協定づくりの推進（緑地協定･景観協定など）
c-3-4　公共施設緑化の評価基準の整備（マニュアル）
d-1-2　防災上重要な場所の保全（特別緑地保全地区含む）
e-2-1　生態系に配慮した拠点となる緑地の整備・保全
e-2-2　ネットワークを支えるみどりの保全（特別緑地保全地区含む）
e-2-3　身近な森林の保全活用。ふれあいの森づくり
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c-3-3

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

景観協定の周
知 → → → → →

緑地に関する協
定等の制度検

討
→ → → → →

「旭川市緑地の回復
に関する指導要綱」
に基づく事前協議 → → → → →

基本方針　　c みんなで守り育てる持続可能なみどりの創出
施策の柱　　c-3 みどりづくりを支える制度や仕組みづくり

みどりに関する協定づくりの推進（緑地協定･景観協定など）

事業名

暮らしやすい都市環境の充実

都市緑地法
景観法

旭川市景観条例
旭川市環境基本条例

・既存緑地の保全や新たな緑地の創出に向け，要綱等により誘導を図る
・個々の敷地での緑化水準などを定めた緑地協定や緑化に配慮した景観協定の制定を働きか
ける

（現状）
・景観協定が締結されているのは１地区
・敷地内緑化指針（北彩都地区）によるみどりと調和した街並みの形成が図られている
・旭川市緑地の回復に関する指導要綱に基づき，開発行為等区域内の緑化を図っている

・景観協定や緑地協定・要綱等によりみどり豊かな街並みが形成される

・緑地に関する協定等の制度検討を進める

スケジュール

実施主体
公園みどり課
都市計画課
環境総務課 前期・中期･後期 －

備考

〈関連施策〉
a-2-2  都心のみどりのネットワーク形成
a-2-3  都心緑化の推進（民間敷地，屋上･壁面緑化）
c-1-2  多様な担い手の育成と連携の強化
c-3-2  景観づくり基本計画との連携や緑の保全制度の活用
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c-3-4

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

方向性の検討 → → → → →

基本方針　　c みんなで守り育てる持続可能なみどりの創出
施策の柱　　c-3 みどりづくりを支える制度や仕組みづくり

公共施設緑化指針（ガイドライン）の作成

事業名

暮らしやすい都市環境の充実 －

・公共公益施設の建設の際に，緑化の方向性を示すガイドラインを作成する

（課題）
・公共施設緑化指針がないので，統一的な緑化の方向性が示されていない

・公共公益施設の緑化ガイドラインが策定され，地域の緑化の先導的な役割が果たされる

・公共施設緑化指針の方向性について検討を進める

スケジュール

実施主体 公園みどり課
中期･後期 －

備考

〈関連施策〉
a-2-2  都心のみどりのネットワーク形成
a-2-3  都心緑化の推進（民間敷地，屋上･壁面緑化）
b-3-2  地域ごとのみどりのシンボルづくり
c-3-2  景観づくり基本計画との連携やみどりの保全制度の活用
e-3-4  公的な緑化活動の企画･運営
e-3-5  生物多様性や低炭素社会の意識啓発
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d-1-1

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

広域防災拠点
（東光スポーツ
公園）の整備

→ → → → →

地域防災計画
の見直し → → → → →

基本方針　　d 安全･安心で誰にもやさしいみどりの創出
施策の柱　　d-1 防災を支えるみどりづくりの強化

公園の防災機能の強化

事業名

危機対応力の強化

都市公園法
旭川市都市公園条例

災害対策基本法
旭川市防災基本条例

･防災拠点となる大きな公園の整備

（現状）
・地域防災計画において避難場所として公園が位置付けされている　５０箇所
（課題）
・広域避難場所が未整備の地域がある

・災害発生時における避難場所としての公園が機能強化される

・広域防災拠点として東光スポーツ公園を整備する

スケジュール

実施主体
公園みどり課

防災課 前期・中期･後期
運動公園整備費

都市計画公園整備費

備考

〈関連施策〉
a-1-1  特徴ある大きな公園の整備
c-2-1  公園施設の長寿命化の推進
d-1-2  防災上重要な場所の保全（特別緑地保全地区含む）
d-1-3  防災ネットワークづくりの推進（避難地機能の強化）
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d-1-2

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

地域防災計画
の見直し → → → → →

保全を検討すべ
き樹林地の現況

把握
→ → → → →

基本方針　　d 安全･安心で誰にもやさしいみどりの創出
施策の柱　　d-1 防災を支えるみどりづくりの強化

防災上重要な場所の保全（特別緑地保全地区含む）

事業名

危機対応力の強化
災害対策基本法
都市緑地保全法

旭川市防災基本条例

・防災機能を担う樹林や災害を防ぐためのみどりを，特別緑地保全等の制度を活用し保全する

（現状）
・一部の丘陵地において都市緑地として保全を図っている
（課題）
・急傾斜地やその他の丘陵地のみどりについて，制度を活用した保全が図られていない

・土砂災害の防止や軽減が図られる

・地域防災計画に位置付けするため，各種保全制度の活用について検討を進める

スケジュール

実施主体
公園みどり課

防災課
都市計画課 前期・中期･後期 －

備考

〈関連施策〉
c-3-2  景観づくり基本計画との連携やみどりの保全制度の活用
d-1-1  公園の防災機能の強化
d-1-3  防災ネットワークづくりの推進（避難地機能の強化）
e-2-2  ネットワークを支えるみどりの保全（特別緑地保全地区含む）
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d-1-3

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

広域防災拠点
（東光スポーツ
公園）の整備

→ → → → →

避難場所の緑
化状況の把握 → → →

地域防災計画
の見直し → → → → →

基本方針　　d 安全･安心で誰にもやさしいみどりの創出
施策の柱　　d-1 防災を支えるみどりづくりの強化

防災ネットワークづくりの推進（避難地機能の強化）

事業名

危機対応力の強化
災害対策基本法

旭川市防災基本条例

・避難場所の敷地の樹林帯を配置するなど機能強化を図る
・教育施設敷地外周の樹林地の保全育成
・総合防災センターを核とした総合公園やスポーツ公園などのネットワーク化を図り機能強化す
る

（課題）
・支援物資集配機能の整備を図る必要がある
・避難場所周辺における緑化状況の把握が必要である

・総合防災センターを核とした広域的な防災ネットワークが構築される

・広域防災拠点として東光スポーツ公園を整備する

スケジュール

実施主体
公園みどり課

防災課 前期・中期･後期 －

備考

〈関連施策〉
b-1-1  地域ニーズにあわせた身近な公園の再整備･新設
c-3-4  公共施設緑化指針（ガイドライン）の作成
d-1-1  公園の防災機能の強化
d-1-2  防災上重要な場所の保全（特別緑地保全地区含む）
e-2-2  ネットワークを支えるみどりの保全（特別緑地保全地区含む）
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d-2-1

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

バリアフリー化
のための整備 → → → → →

基本方針　　d 安全･安心で誰にもやさしいみどりの創出
施策の柱　　d-2 誰もが安全･安心に利用できるみどりづくり

誰にもやさしい公園づくり（バリアフリー化）

事業名

暮らしやすい都市環境の整備
高齢者・障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律
都市公園移動等円滑化基準

・都市公園の移動円滑化ガイドラインなどに沿って各種施設のバリアーフリー化を進める

（現状）
・スロープや手すり，公園トイレにおいてバリアフリー化を進めている
・現状のバリアフリー化率　１９％（Ｒ１）

・誰もが使いやすい公園づくりが進められる

・バリアフリー化の推進　　バリアフリー化率　２５％（Ｒ７）

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期・中期･後期 都市計画公園整備費

備考

〈関連施策〉
a-2-1　拠点となる都心の公園の快適性向上
b-1-1　地域ニーズにあわせた身近な公園の再整備･新設
c-1-1　住民参加による公園づくりの推進
c-2-1　公園施設の長寿命化の推進
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d-2-2

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

道路緑化指針
地区別・路線別

計画の策定
→ →

街路樹せん定マ
ニュアルの作成 → →

道路緑化指針
に基づく管理 → → → → →

公園危険木対
策 → → → → →

街路樹危険木
対策 → → → → →

神楽岡通せん
定 → → → → →

基本方針　　d 安全･安心で誰にもやさしいみどりの創出
施策の柱　　d-2 誰もが安全･安心に利用できるみどりづくり

公園樹木や街路樹の安全管理と適切な更新

事業名

市民生活を支える都市機能の充実
道路法

都市公園法
旭川市都市公園条例

・枝折れや倒木の危険性がある樹木は，適切なせん定や伐採･更新を進め，安全管理を図る
・街路樹等においては，沿道住民の理解を得ながら適切な更新を図る

（現状）
・公園の樹木については，危険木調査を実施し倒木の危険がある樹木については伐採している
（課題）
・街路樹については，毎年，危険木調査を実施し，倒木の恐れがある危険木の伐採を実施して
いるが，切り株の撤去に必要な予算までの確保ができず，実施が困難な状況にある
・公園樹木や街路樹の更新については，予算の確保や沿道住民の理解を得ることが困難な場
合がある

・公園樹木や街路樹については，危険木の定期的伐採及び適切なせん定により公園及び道路
の安全が確保される

・道路緑化指針に基づき，適切に街路樹を維持管理する

スケジュール

実施主体
公園みどり課
土木事業所 前期・中期･後期

街路樹管理費
公園管理費

公園危険木管理調査費

備考

〈関連施策〉
a-1-2  まちのシンボルとなる道路緑化の推進
a-2-1  拠点となる都心の公園の快適性向上
a-2-2  都心のみどりのネットワーク形成
b-1-1  地域ニーズにあわせた身近な公園の再整備･新設
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d-2-3

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

遊具等の安全
点検の実施 → → → → →

老朽化した遊具
の改修 → → → → →

公園愛護協力
会による巡回 → → → → →

基本方針　　d 安全･安心で誰にもやさしいみどりの創出
施策の柱　　d-2 誰もが安全･安心に利用できるみどりづくり

防犯面や遊具等の安全･安心づくり

事業名

市民生活を支える都市機能の充実
都市公園法

旭川市都市公園条例

・遊具などの安全点検を適切に実施し，必用に応じ修繕や更新を実施し，適切な安全管理に努
める
・公園内の不安を感じる箇所の改善や不審者対策のための警察，町内会と連携を図る

（現状）
・指定管理者による週１回の目視巡回点検を実施
・年１回公園内の全遊具を専門会社にて点検
・みどりにかかわる協働団体数　　３９４団体（Ｒ１）
・公園が安全（事故など）と感じている市民の割合　　４４．２％（Ｈ２７）
・公園が安心（防犯など）と感じている市民の割合　　３３．７％（Ｈ２７）
（課題）
・老朽化を含めた遊具の安全度が低下している
・樹木の成育に伴い公園内の死角が発生している

・公園施設の点検を定期的に実施し老朽化した遊具を取り替えることで安全な公園を保つと共
に，地域や関係機関と連携し防犯面の強化が図られる

・老朽化した遊具の改善を図る
・みどりにかかわる協働団体数　　４１７団体（Ｒ７）
・公園が安全（事故など）と感じている市民の割合　　５５％（Ｒ７）
・公園が安心（防犯など）と感じている市民の割合　　５５％（Ｒ７）

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期・中期･後期

都市計画公園整備費
公園管理費

備考

〈関連施策〉
a-2-1　拠点となる都心の公園の快適性向上
b-1-1　地域ニーズのあわせた身近な公園の再整備･新設
b-1-2　コミュニティや子育て･健康を育む公園機能の強化
b-1-3　児童遊園の充実と統廃合の検討
c-1-1　住民参加による公園づくりの推進
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e-1-1

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

河川管理者や
市民団体と連携
した環境づくり

→ → → → →

基本方針　　e 健康で多様な自然と共生するみどりの創出
施策の柱　　e-1 河川を軸にした生態系ネットワークの骨格づくり

主要河川の自然保全

事業名

自然共生社会の形成
河川法

都市公園法

・主要河川を生態系ネットワークづくりの骨格とし，生物多様性に配慮した環境づくり
・市民がみどりとふれ合う文化を育てる宮前公園や神楽橋下流右岸広場の河川整備について，
さらなる展開を図る

（現状）
・神楽橋下流右岸広場（生態階段・鏡池など）において，河川環境に配慮した整備が図られてい
る

・川のまちあさひかわにふさわしい河畔林や水際の環境保全が図られる

・治水面との整合性を図りながら，動植物の生息・生育の場となっている河畔林や水際について
引き続き保全に努める

スケジュール

実施主体
公園みどり課
土木建設課 前期・中期･後期 －

備考

〈関連施策〉
a-1-3  グリーンベルト形成の促進
a-3-4  みどりの広域連携の展開（自然･公園･ガーデン街道等）
d-1-3  防災ネットワークづくりの推進（避難地機能の強化）
e-1-2  多様な川づくり･小河川の緑化（調整池含む）
e-3-5  生物多様性や低炭素社会の意識啓発
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e-1-2

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

ペーパン川，江丹
別川，雨紛川など
の小河川の整備

→ → → → →

調整池の現況
把握 → → → →

基本方針　　e 健康で多様な自然と共生するみどりの創出
施策の柱　　e-1 河川を軸にした生態系ネットワークの骨格づくり

多様な川づくり･小河川の緑化（調整池含む）

事業名

暮らしやすい都市環境の充実
生物多様性基本法

旭川市環境基本条例

・河川を活かした緑道整備
・市民が親しめるみどりの導入
・豊かな自然の再生

（現状）
・旭神川や五号川において多自然型整備を実施し河川環境の再生を図っている

・河川に沿ってみどりをつくりだすことにより，緻密なみどりのネットワークの形成が進む

・ペーパン川，江丹別川，雨紛川などで河川環境に配慮した整備を進める

スケジュール

実施主体
公園みどり課
土木建設課 前期・中期･後期 －

備考

〈関連施策〉
a-2-2  都心のみどりのネットワーク形成
a-4-1  水の親しめる空間づくり（橋詰空間を含む）
c-1-3  市民主体の緑化活動の支援
d-1-3  防災ネットワークづくりの推進（避難地機能の強化）
e-1-3  河川と接続する公園緑地のエコアップ（自然度の向上）
e-2-2  ネットワークを支えるみどりの保全（特別緑地保全地区含む）
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e-1-3

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

市民活動団体に
よる公園緑地の

自然調査
→ → → → →

市民ボランティ
アと連携した環

境活動
→ → → → →

基本方針　　e 健康で多様な自然と共生するみどりの創出
施策の柱　　e-1 河川を軸にした生態系ネットワークの骨格づくり

河川と接続する公園緑地のエコアップ（自然度の向上）

事業名

自然共生社会の形成
生物多様性基本法

旭川市環境基本条例

･既存公園の植栽を自然植生に近い構成にする
･公園と接続する河川を一体的に自然度を向上させる

（現状）
・石狩川に隣接する常磐公園において，自然植生ゾーンを整備している
・神楽橋下流右岸広場の生態階段において，忠別川に自生する野草の復元を図っている

･生態系ネットワークの中継点となるよう河川と接続する公園の自然度向上が図られる

・市民活動団体と連携した公園緑地の自然調査を進める

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期・中期･後期 －

備考

〈関連施策〉
a-1-1  特徴ある大きな公園の整備
c-1-3  市民主体の緑化活動の支援
e-1-1  主要河川の自然保全
e-3-1  環境教育の充実･学校教育との連携と支援
e-3-3  みどりの知識や情報の普及啓発（広報･手引き･行事･説明板等）
e-3-5  生物多様性や低炭素社会の意識啓発
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e-2-1

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

自然生態系の
調査実施 → → → → →

保全を検討すべ
き樹林地の現況

把握
→ → → → →

生物多様性保
全事業 → → → → →

基本方針　　e 健康で多様な自然と共生するみどりの創出
施策の柱　　e-2 生物多様性の拠点と連携づくり

生態系に配慮した拠点となる緑地の整備･保全

事業名

自然共生社会の形成
生物多様性基本法

旭川市環境基本条例

･河川や丘陵地に接した公園の生物多様性に配慮した整備保全
･嵐山公園と旭山公園を東西の中核拠点として位置付け，旭山公園は再整備による充実を図る
・拠点地区における生物多様性の保全を図る

（現状）
・嵐山公園，旭山公園，突哨山などにおいて，生物多様性に配慮した整備や運営を図っている
・特定外来生物や北海道の指定外来種の生息が確認されている

・嵐山公園，旭山公園，突哨山などにおいて，生物多様性が将来に渡って確保される

・嵐山公園の自然調査を実施し，引き続き自然環境の保全を図る
・市民との協働による外来種対策の推進

スケジュール

実施主体
公園みどり課
環境総務課 前期・中期･後期

都市計画公園整備費
生物多様性保全費

備考

〈関連施策〉
a-1-1　特徴ある大きな公園の整備
a-1-3　グリーンベルト形成の促進
a-3-4　みどりの広域連携の展開（自然･公園･ガーデン街道等）
c-1-2　多様な担い手の育成と連携の強化
e-1-1　主要河川の自然保全
e-2-3　身近な森林の保全活用･ふれあいの森づくり
e-3-1　環境教育の充実･学校教育との連携と支援
e-3-3　みどりの知識や情報の普及啓発（広報･手引き･行事･説明板等）
e-3-5　生物多様性や低炭素社会の意識啓発
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e-2-2

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

自然生態系の
調査実施 → → → → →

ふれあいの森の
保全 → → → → →

保全を検討すべ
き樹林地の現況

把握
→ → → → →

基本方針　　e 健康で多様な自然と共生するみどりの創出
施策の柱　　e-2 生物多様性の拠点と連携づくり

ネットワークを支えるみどりの保全（特別緑地保全地区含む）

事業名

自然共生社会の形成
都市緑地保全法

旭川市環境基本条例

・民有地の樹林地における生物多様性確保
・公園緑地や河川の緑とのネットワークとしてみどりの保全を図る
・道路空間の植栽構成を多様化し生物多様性の確保に繋がるネットワークを形成

（現状）
・市内２箇所の民有地を借り上げ，「ふれあいの森」として樹林地等のみどりを保全する

・民有地樹林や道路緑化と公園･河川などで，みどりのネットワークが形成される

・「ふれあいの森」の保全・活用を継続的に図る

スケジュール

実施主体
公園みどり課
環境総務課 前期・中期･後期 環境保全費

備考

〈関連施策〉
c-3-2　景観づくり基本計画との連携やみどりの保全制度の活用
e-1-1　主要河川の自然保全
e-2-3　身近な森林の保全活用･ふれあいの森づくり
e-3-1　環境教育の充実･学校教育との連携と支援
e-3-3　みどりの知識や情報の普及啓発（広報･手引き･行事･説明板等）
e-3-5　生物多様性や低炭素社会の意識啓発
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e-2-3

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

ふれあいの森の
保全 → → → → →

とみはら自然の
森の活用 → → → → →

神楽岡公園の
保全と活用 → → → → →

基本方針　　e 健康で多様な自然と共生するみどりの創出
施策の柱　　e-2 生物多様性の拠点と連携づくり

身近な森林の保全活用･ふれあいの森づくり

事業名

自然共生社会の形成
都市緑地保全法

旭川市環境基本条例

・多様な市民ニーズに応えるための身近な森林の保全活用
・市民との協働による森林の健全な維持管理の実施
・市民緑地制度を活用した民有地のみどりの保全

（現状）
・市民に市有林の一部を開放し，自然環境に対する理解促進に努めている
・市内２箇所の民有地を借り上げ，適切な雑草の除去や支障木の剪定などを行いながら「ふれあ
いの森」として市民に開放している

・身近に残る森林の保全
・森林整備等の必要性について市民意識の向上

・市民緑地制度等を活用しみどりを保全する
・とみはら自然の森の来園者　　２，０００人／年

スケジュール

実施主体
公園みどり課
農林整備課
環境総務課 前期･中期･後期 環境保全費

備考

〈関連施策〉
a-1-3  グリーンベルト形成の促進
a-3-3　田園文化の育成･創造
c-1-2  多様な担い手の育成と連携の強化
c-1-3  市民主体の緑化活動の支援
e-1-3  河川と接続する公園緑地のエコアップ（自然度の向上）
e-3-1  環境教育の充実･学校教育との連携と支援
e-3-3  みどりの知識や情報の普及啓発（広報･手引き･行事･説明板等）
e-3-5  生物多様性や低炭素社会の意識啓発
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e-3-1

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

公園や河川を活
用した環境教育

の実施
→ → → → →

ビオトープの活
用 → → → → →

環境アドバイ
ザー派遣制度 → → → → →

基本方針　　e 健康で多様な自然と共生するみどりの創出
施策の柱　　e-3 みどりの環境教育と普及啓発の促進

環境教育の充実･学校教育との連携と支援

事業名

自然共生社会の形成
環境基本法

旭川市環境基本条例

･環境教育の充実を目指し，学校へ環境アドバイザーを派遣
･ビオトープの創出を図り，生物観察ができる施設の整備
･大学や高校において，地域環境に関心を示すよう教育プログラムとの連携を図り，取組みを支
援する
･企業の環境活動の支援及び社員の環境教育の普及啓発を進める

（現状）
・河川の環境保全や環境学習のための子どもの水辺事業を実施　　延べ１，３６０名参加（Ｒ１）
・環境アドバイザー登録数　２３名（Ｒ１）
・アドバイザー派遣実績　３０件（Ｒ１）

・環境教育の充実により，自然保護や緑化推進を図る

・環境学習機会の拡充
・環境アドバイザー目標登録数　２５名

スケジュール

実施主体
公園みどり課
環境総務課 前期･中期･後期

環境保全費
水辺環境推進費

備考

〈関連施策〉
a-1-3　グリーンベルト形成の促進
a-3-3　田園文化の育成･創造
c-1-3　市民主体の緑化活動の支援
e-2-3　身近な森林の保全活用･ふれあいの森づくり
e-3-2　緑のセンターの充実・強化
e-3-3　みどりの知識や情報の普及啓発（広報･手引き･行事･説明板等）
e-3-5　生物多様性や低炭素社会の意識啓発
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e-3-2

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

セミナーの開催 → → → → →

緑に係る相談対
応 → → → → →

緑の情報発信 → → → → →
市民活動として
の拠点機能の

強化
→ → → → →

基本方針　　e 健康で多様な自然と共生するみどりの創出
施策の柱　　e-3 みどりの環境教育と普及啓発の促進

緑のセンターの充実･強化

事業名

暮らしやすい都市環境の充実 旭川市都市公園条例

・緑化に対する啓発･教育活動の強化
・セミナーの主催や協力，教育現場への人材派遣の充実
・市民と行政の接点として緑に関する情報収集や発信

（現状） 令和元年度実績
・来場者数　９，９１９人
・各種植物講習会の実施　２６回延べ４８５名参加
・緑の相談件数　３，７０７件
・緑のセンターだよりの発行
（課題）
・市民活動の拠点として機能が不十分である

・緑化行政と市民の接点となる「緑のセンター」が機能し，都市部の民有地緑化が推進される

・来場者数　　１２，７００名
・相談件数　　４，５４０件
・イベント数　　４０回

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期･中期･後期 公園管理費

備考

〈関連施策〉
a-3-3　田園文化の育成･創造
a-4-3　ガーデニングや窓辺緑化の普及
b-2-1　花による緑化の推進
c-1-3　市民主体の緑化活動の支援
e-2-1　生態系に配慮した拠点となる緑地の整備･保全
e-2-3　身近な森林の保全活用･ふれあいの森づくり
e-3-1　環境教育の充実･学校教育との連携と支援
e-3-3　みどりの知識や情報の普及啓発（広報･手引き･行事･説明板等）
e-3-4　公的な緑化活動の企画･運営
e-3-5　生物多様性や低炭素社会の意識啓発
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e-3-3

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

指定管理者や市
民団体と連携した
みどりの情報発信

→ → → → →

手引き・パンフ
レットの発行 → → → → →

基本方針　　e 健康で多様な自然と共生するみどりの創出
施策の柱　　e-3 みどりの環境教育と普及啓発の促進

みどりの知識や情報の普及啓発（広報･手引き･行事・説明板等）

事業名

暮らしやすい都市環境の充実 －

･緑化の手引き･パンフレットの作成
･インターネットによる情報発信
･緑化に対する取り組み状況，イベント案内，助成制度の周知

（現状）
・「花めぐりマップ」，北邦野草園，突哨山，西神楽公園ホタルの里のパンフレットやみどりのセン
ターだよりを発行し，市民に情報を発信している
・指定管理者のホームページでみどりの情報を提供している

・各種パンフレット等の作成及び緑化の情報発信の充実

・引き続き各種パンフレットの作成やみどりの情報提供に努める

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期･中期･後期 公園管理費

備考

〈関連施策〉
a-1-3  グリーンベルト形成の促進
a-2-3  都心緑化の推進（民間敷地，屋上・壁面緑化）
a-3-3  田園文化の育成･創造
a-4-3  ガーデニングや窓辺緑化の普及
b-2-1  花による緑化の推進
c-1-3  市民主体の緑化活動の支援
e-2-1  生態系に配慮した拠点となる緑地の整備･保全
e-2-3  身近な森林の保全活用･ふれあいの森づくり
e-3-1  環境教育の充実･学校教育との連携と支援
e-3-4  公的な緑化活動の企画･運営
e-3-5  生物多様性や性炭素社会の意識啓発
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e-3-4

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

市民協力花壇
づくり支援花株

助成の実施
→ → → → →

住宅の新築や
購入の際の苗
木プレゼント

→ → → → →

ガーデンバスツ
アーの実施 → → → → →

講習会・見学会など
の環境教育・普及啓

発事業の実施 → → → → →
「旭川市を緑に
する会」への支

援 
→ → → → →

民間の緑化運
動や社会貢献

の支援
→ → → → →

基本方針　　e 健康で多様な自然と共生するみどりの創出
施策の柱　　e-3 みどりの環境教育と普及啓発の促進

公的な緑化活動の企画･運営

事業名

暮らしやすい都市環境の充実 －

・健康で多様な自然と共生するみどりを創出し，保持していくために，環境教育と普及啓発を促進
する
・公的な緑化活動の企画・運営を市民や関連団体と協働して推進する
・市民や企業などの緑化活動の機運を高め，継続した取組みに繋がるような，民間の緑化運動
や社会貢献の支援

（現状）
・市民協力花壇づくり支援花株助成事業の実施
・新築記念苗木プレゼント事業の実施
・ガーデンバスツアーの実施
・旭川市を緑にする会への支援
（課題）
・景観分野の表彰や市以外の評価や表彰制度があり取り組んでいる。ただし，年数・規模の客観
的評価では限られた団体になりがちで，新たな表彰制度を設けても活動の広がりに効果がある
か懸念がある

・みどりの環境教育や普及啓発により地域の自然への理解が進められ，市民や企業などの緑化
活動が積極的に行われ，継続した取組みとなる

・市民協力花壇づくり支援花株助成事業の実施
・セミナーや講習会，見学会などの環境教育と普及啓発事業の実施や促進　

スケジュール

実施主体 公園みどり課
前期･中期･後期

緑化推進費
苗圃管理費

備考

〈関連施策〉
a-2-3　都心緑化の推進（民間敷地，屋上・壁面緑化）
a-4-3　ガーデニングや窓辺緑化の普及
b-2-1　花による緑化の推進
c-1-3　市民主体の緑化活動の支援
e-2-3　身近な森林の保全活用･ふれあいの森づくり
e-3-1　環境教育の充実･学校教育との連携と支援
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e-3-5

実施時期

総合計画の施策 根拠法令

施策の概要

現状･課題

期待される効果

計画目標
（五年後の
達成目標）

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

生物多様性保
全事業 → → → → →

地球温暖化対
策の推進 → → → → →

基本方針　　e 健康で多様な自然と共生するみどりの創出
施策の柱　　e-3 みどりの環境教育と普及啓発の促進

生物多様性や低炭素社会の意識啓発

事業名

自然共生社会の形成
低炭素社会の形成

生物多様性基本法
旭川市環境基本条例

地球温暖化対策の推進に関する法律

・生物多様性の保全と低炭素社会の実現に向けた意識啓発

（現状）
・地域特性を活かした再生可能エネルギーの利用促進など地球温暖化対策に関わる情報発信
・外来種に関するセミナーなど多様な環境学習の機会提供

・生物多様性の保全や低炭素社会の実現に寄与

・環境に配慮した行動に取り組む市民の割合　８６％
・省エネに努めている市民の割合　７０％

スケジュール

実施主体
公園みどり課
環境総務課 前期・中期･後期

緑化推進費
生物多様性保全費
地球温暖化対策費

備考

〈関連施策〉
a-1-3　グリーンベルト形成の促進
a-2-2　都心のみどりのネットワーク
a-2-3　都心緑化の推進（民間敷地，屋上・壁面緑化）
a-4-3　ガーデニングや窓辺緑化の普及
b-2-2　再利用樹木事業の展開
c-1-2　多様な担い手の育成と連携の強化
c-1-3　市民主体の緑化活動の支援
c-2-2　リサイクル事業や省エネルギー化の推進
e-1-1　主要河川の自然保全
e-1-3　河川と接続する公園緑地のエコアップ（自然度の向上）
e-2-1　生態系に配慮した拠点となる緑地の整備･保全
e-2-3　身近な森林の保全活用･ふれあいの森づくり
e-3-1　環境教育の充実･学校教育との連携と支援
e-3-3　みどりの知識や情報の普及啓発（広報･手引き･行事･説明板等）
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